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１． 建設省告示第１４４１号・第１４４２号（避難安全検証法）関係 

 

１．１  避難開始時間 ｔｓｔａｒｔ 算定に関連する意見 

 

 

１ 

 

居室計算において、ｔｓｔａｒｔ の根拠となるＡａｒｅａ の算定方法が不明確な部分がある。 

【関連法規】 

告示第 1441 号第 1 

【論拠】 

下図のように、吹抜けで構成された２層に渡る居室の場合、設計時にＡａｒｅａの算定方法がわからず計算でき

ない。 

・①階で出火した場合 

・①階の ｔｓｔａｒｔ の根拠となるＡａｒｅａは、Aarea1（上下階の最大面積） 

・②階の ｔｓｔａｒｔ の根拠となるＡａｒｅａは、Aarea1（上下階の最大面積） 

・②階で出火した場合 

・①階の ｔｓｔａｒｔ の根拠となるＡａｒｅａは、Aarea1（上下階の最大面積） 

・②階の ｔｓｔａｒｔ の根拠となるＡａｒｅａは、Aarea1（上下階の最大面積） 

と考えられるだろうか。しかし、上階は下階の平面の中に入り込む形状と常になるわけではなく、はみ出してい

る場合もありうる。 

そこで、一番安全側をとって、上下階の最大投影面積をｔｓｔａｒｔ の根拠となるＡａｒｅａと考えられないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
断面図 平面図 

①Aarea1 

②Aarea2 

Aarea1 

Aarea2 

上下階の最大投影面積 上下階の最大投影面積 



2

 
 

 

 

 

２ 

 

全館避難計算において、複数用途が混在している場合のｔｓｔａｒｔの決定方法について明らかにして

欲しい。 

【関連法規】 

告示第 1442 号第 1 第 1 項 

【論拠】 

下図の例のような複合用途建物で、全館避難安全検証法を用いる場合の避難開始時間の算定は、 

 

ホテル用途の避難開始時間算定式は、 

 

事務所用途の避難開始時間算定式は、 

 

となり、用途ごとに違い、どちらの算定式を用

いればよいのか明確でない。 

考え方として、 

①出火室のある階の用途によって決定す

る。（出火室によって、同じ階でも変わる） 

②算定を行う階の用途によって決定する。

（出火室がどこにあっても階ごとに同じ） 

が考えられるが、どちらの方法をとっても、根

拠がはっきりとしない。 

 

 

 

１．２  避難経路時間 ｔｔｒａｖｅｌ 算定に関連する意見 

 

 

３ 

 

複数用途が混在している場合の階段歩行速度の決定方法について明らかにしてほしい。 

【関連法規】 

告示第 1441 号第 2 第 2 項 

【論拠】 

右図の例のような複合用途建物において、

直通階段を上部のホテル部分と下部の事務

所部分で共有している場合。階段内の歩行速

度はホテル用途部分（36m/分 下り）・事務

所部分（47m/分 下り）と違うため、どの数

値を採用すべきか明確ではない。決定方法に

ついて明らかにしてほしい。 
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１．３  出口通過時間 ｔｑｕｅｕｅ 算定に関連する意見 

 

 

４ 

 

ｔｑｕｅｕｅ の制限が必要である。 

【関連法規】 

告示第 1441 号第３ 

【論拠】 

階避難安全検証法では、"避難時間≦煙降下時間"でさえあれば許容されるので、現在は物販など

でもルートＡの基準に比較して極めて小さい避難出口幅や階段幅が出てきている。 

このような場合、実際には出口で非常に大きな滞留を許容していることになるが、過去の火災に

於ける避難上の重大事故の多くが避難経路の不足から発生していることを考えれば、避難安全の検

証を "避難時間≦煙降下時間"の問題のみに単純化すべきではなく、少なくとも過大な滞留の発生を

防止するための基準を導入する必要がある。 

 

 

 

 

５ 

 

階避難計算において、Ａｌｏａｄ の定義が、告示の定義と解説書による説明と食い違っているので紛

らわしい。 

【関連法規】 

告示第 1441 号第 7 第 2 項 

【論拠】 

告示によるＡｌｏａｄの定義は、 

「当該直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面積（単位 平方

メートル）」 

解説書による定義は、 

「当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面

積（㎡）」 

とあり、告示の定義では、直通階段ごとに捉え、その直通階段を通らなければならない部分の面積とあるので、

２方向避難が確保された居室から２つ以上の階段に達することのできる計画では、Ａｌｏａｄは常に０となる。 

しかし、解説書による定義では、当該階全体に設置された直通階段全てを同時に捉えるため、２方向避難が

確保された計画でもＡｌｏａｄは、０となることはなく、当該階の面積となる。 

解説書に示された計算例から、当該階の人数 ｐＡｌｏａｄ が当該階にある階段面積の合計ΣAstに一様に配分さ

れたときの割合を用いて、有効流動係数を各階段ごとに算定していることがわかる。 

上記のことから、告示文面を解説書と統一し、混乱を招かないようにすべきである。 
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６ 

 

階避難計算において、すべての階段に均等避難配分されるかのようなＡｌｏａｄ の算定の考え方を

是正すべきである。 

【関連法規】 

告示第 1441 号第 7 第 2 項 

【論拠】 

下図の例のように各居室から直通階段が均等に配置されていない計画の場合、各階段が負担する避難者

数の割合は必ずしも均等にはならず、また、階段手前の経路上のネックや、階段ごとに滞留が考慮されない

ので、計画によっては甘い結果になる場合がある。 

よって、階段ごとに負担者人数を考慮したＡｌｏａｄの算定の考え方をとり、扉通過時間を算定すべきである。 

 

階段幅が確保されたＡ階段は、出口に近いA室・B室の40人が避難に利用し、階段幅の小さいB階段は、

出口に近い C 室・D 室・E 室の 100 人が避難に利用される可能性が高い。この場合、A 階段では滞留が起こ

らず階段扉の有効流動係数は大きく、B 階段では、滞留が起こり階段扉の有効流動係数は小さくなり、扉通

過時間は大きくなる。 

しかし、告示の算定方法に従うと、階段の避難性能に応じて一様に避難することになっているので、C 室・D

室・E 室の避難者がわざわざ遠い位置にあるＡ階段を利用することになってしまうばかりか、平均して避難した

結果、扉通過時間が小さく算定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ室 

20 人 

B 室 
20 人 

C 室 
20 人 

D 室 
30 人 

E 室 
50 人 

Ａ階段 

B 階段 



5

 
 

１．４  煙降下時間 ｔｓ 算定に関連する意見 

 

７

 

特定防火設備設置時の漏煙量の算定方法 0.2Aｏｐ（もしくは 2Aｏｐ）は適当でないと思われる。 

【関連法規】 

告示第 1441 号第８第２項第二号 

【論拠】 

火災室からの煙の漏れ量の算定で、二号防火設備である場合には漏煙量が 0.2 op（ｍ /分）、一号

2Ａ （ｍ3 分）、となっているが、これはどちらも扉が閉鎖された状態の想

定値と考えられる。避難時間との比較を行う検証において、避難経路上の防火設備が全て閉まって

 

 

Vs（ 3/  

付室に面する扉： ×H2.0=2.0m の場合 

  

付室
Aop

Vs

    

 

*：壁は、準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われているものとする。 

 

ルートＢの場合、煙侵入量 Vs 以上の有効排煙量 Ve をとれば、長時間安全とみなされる計算にな

る。 

     
)01.0,max(

)( lim

es

roomroom
s VV

HHA
t

−
−×

=   ⇒  
01.0

)( limHHA
t roomroom

s

−×
=   ⇒  長時間 

しかし、ルートＡの仕様規定では必要排煙量を 240 m3/分（＝4 m3/秒）と定めており、ルートＢ

の必要排煙量をこれと比較すると（イ）では1/600、（ロ）では 1/60と大変小さい値になる。 

その少ない煙侵入量を排出するために少しの排煙量を計画すれば、長時間の安全が確保できると評

価されてしまうことから、付室の安全性は以前の法規レベルよりも低くなったと言わざるを得ず、

基準の連続性の観点からも問題が多いと考えられる。 

 

 

 付室に面する

扉の仕様* 

付室への煙侵入量 

Vs（m3/分） 

付室の必要排煙量 

（m3/分） 

(イ) 二号防火設備 0.2Aop＝0.4   0.4 ルートＢ 

(ロ) 一号防火設備  2 Aop＝4.0   4.0 

侵入した煙を排出するため

の必要排煙量 

ルートＡ 二号防火設備 － 240 告示 1728号に定められた 

 ４m3/秒 
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１．５  避難時間 ｔｅ と煙降下時間 ｔｓ の比較評価に関連する意見 

 

 

８ 

 

煙降下時間 ｔｓを単純加算する計算方法は、経路途中の避難安全性を考慮したものに是正すべ

きである。 

【関連法規】 

施行令 129 条の 2の 2、告示第 1441 号第８ 

【論拠】 

施行令 129 条の 2 の 2 では、経路途中の各々の室の安全性能を確認することとなっている。告示

第 1441 号（ルート B）の階避難安全検証では、階段へ流入完了する階避難時間と各避難経路上の煙

降下時間を合算して求める階煙降下時間を単純比較するようになっている。 

 

例えば次の例のような場合、避難経路途中の段階で「避難時間 ＞ 煙降下時間」となっているが、

階避難終了段階では「避難時間 ＜ 煙降下時間」となっている。ルートＢでは階避難終了時の時間

比較のみで安全判断を行うため、廊下における避難者の安全が確認されなくても階避難安全性能が

確認されたことになってしまう。 

火災室 廊下 付室 1.8m

 

 

 

              

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

煙降下時間 

避難時間 

告示では、各空間の避難終了時間は算定されない。 
ここでは避難状況を仮に想定して図示のようにおいた。

廊下の限界  3分＋4分＝7分 

付室の限界  3 分＋4 分＋1000 分＝1007 分 

廊下避難終了時間  6 分＋3 分＝9 分 

付室避難終了時間  6 分＋3 分＋0.5 分＝9.5 分 

OK となる 

告示で確認されない 
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２． 建設省告示第１４３７号第一（第２種排煙）関係 

 

２．１  火災室に適用した場合の問題点 

 

 

９ 

 

一般の火災室には第２種排煙方式を採用すべきでない。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

給気量の決定方法や運用方法が明確でないため、誤って使用されるとかえって安全を損なう危険

性があると懸念される。よって第２種排煙を採用できる条件を示し適用を限定すべきである。 

特に、一般の居室が火災室の場合には第２種排煙方式を採用すべきでない。煙が発生した空間に

積極的に空気を送り込む方式のため、室内の圧力を高め、煙を周りの空間との間の開口や隙間を通

じて拡散させてしまう危険性が高いからである。 

 

火災室
給気

 
 

 

２．２  避難経路に適用した場合 

 

 

１０ 

 

扉開放が予想される避難経路上の空間に第２種排煙方式を採用すべきでない。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

廊下や付室など避難経路では避難中扉は開くと考えるのが自然である。また、第２種排煙の排煙

量の下限は室面積から定まるが、廊下や付室は居室に比べて一般に小面積であることが多く、下限

値に近い少ない排煙量で計画される場合も多く見受けられる。 

第２種排煙は、扉が閉鎖されている状態では排煙口での圧力差が大きいので排煙量も十分確保さ

れると考えられるが、扉が開放されると開いた扉から多くの漏れが生じるため圧力差は小さくなり、

排煙口からの排煙量が減少する。従って扉開放の確率の高い室に第２種排煙を採用し少ない排煙量

を設計した場合には、扉開放により告示の規定排煙量が確保できない危険性が予測される。 

 

給気

排煙m e

αA e

αA d は小

m d

扉 閉 鎖

m o

上昇圧力差
が大きい

排煙量確保 ∆P

    
給気

排煙m e

αA e

m d m o

上昇圧力差
が小さい

排煙量減少！

αA d は大

扉 開 放

∆P
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１１ 

 

付室の排煙量の最小限度を火災室の排煙量同等と規定するのは適当でない。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

平成 12 年告示第 1435 号、昭和 44 年告示第 1728 号、昭和 45 年告示第 1835 号では、特別避難階

段の付室は火災の規模が拡大した場合においても安全を確保する必要があることから、排煙量を

4m3/秒（240m3/分）以上としている。しかし、第２種排煙では、特別避難階段付室も他の室の機械排

煙風量の最低基準と同様である排煙量１m3/分・m2 としている。これは、例えば、付室面積が 10m2

の場合ならば 10m3/分であり、従来要求されてきた付室の排煙量と比較して著しく小さく、安全性が

疑問視される。付室には他の室よりも安全が確保できる排煙規定を設けることが望ましい。 

 

 

 

 

１２ 

 

告示第１４３７号第一の各室における給気においても、付室にあっては圧力調整装置を設

けることで給気量を上げることが望ましい。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一、第二 

【論拠】 

告示第 1437 号では、複数の室を統合して給気・排煙を行う場合には、避難経路の開口部には圧力

差によって開放障害を生じない構造の扉を設けることとされているが、各室において給気・排煙を

行う場合においても特に付室にあっては、圧力調整装置を設けることが望ましい。圧力調整装置を

設けることにより、扉の開放障害を生じることなくより多くの給気が可能である。 
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２．３  全般的問題 

 

 

１３ 

 

漏れ量の設定方法を明確にすべきである。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

告示中には、給気量と空気を排出できる能力の関係について詳しい記述がないが、解説書には「給

気風量は排出量と漏気量の合計値となる。」(p.168)と書かれている。それならば、漏れ量の考え方

について告示中に明らかにすべきである。 

 

ｍo＝ｍe＋ｍd                   （ｍo：給気量  ｍe：排煙量  ｍd ：漏れ量 ） 

 

給気

排煙m e
αA e

∆PαA d

m d
m oA R  

 

 

 

 

１４ 

 

排煙口の開口面積について条件の上限を規定している理由が不明である。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

排煙口の開口面積について告示には次のような条件が示されている。 

ＡR /550≦αＡe ≦ＡR /60       （ＡR：室面積  αＡe：排煙口の開口面積 ） 

一方、排煙量の規定 

ＡR ≦ｍe ≦550αＡｅ           （ｍｅ：排煙量  ＡR：室面積  αＡe：排煙口の開口面積 ） 

があり、この排煙量規定から排煙口開口面積の下限条件ＡR/550≦αＡｅは導き出されるが、上限条

件αＡｅ≦ＡR /60 の設定根拠は明らかでない。（不必要と考えられる。） 

 

 

 

 

 AR/550                             AR/60  排煙口面積αA e

0

 流量
me

(m3/分)

AR/550≦αA e≦AR/60

 me≦550αAe

me ≧AR

告示の規定排煙量の範囲

 
 

 

排煙口開口面積の 
下限条件 

排煙口開口面積の 
上限条件？ 
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１５ 

 

告示に示された排煙口の開口面積とは、有効開口面積（αＡe ）か実質開口面積（Ａe ）か

を明確にすべきである。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

告示中には排煙口の開口面積の定義に関する説明がないが、解説書によれば排煙口の開口面積は

有効開口面積（αＡe）として計算するよう書かれている。しかし、法令告示は文字通り解釈される

ことから排煙口の開口面積はそのまま実面積を用いるよう指導される例も見られる。 

また、告示の排煙口の開口面積の上限は床面積の 1/60であるが、従来の自然排煙の開口面積の下

限が床面積の 1/50 であることから、1/60～1/50 の間は自然排煙も第２種排煙も計画できない範囲

囲となる。この範囲差は、自然排煙では実開口面積で、第２種排煙では有効開口面積でとることに

より ほぼなくなると考えられるが、実のところは明らかでない。 

この混乱を取り除くべく用語の定義を明確にしてほしい。 

 

 

 

 

１６ 

 

給気口の位置は、当該室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に設けることとすべきで

ある。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

告示では、「給気口の位置は、当該室の壁の下部（床面からの高さが天井高さの 2分の 1未満の部

分）に設けること」とある。しかしこの規定に従って、天井が高い室で天井高さの 1/2 の位置に給

気口を設けた場合、避難が終了する以前に、煙層が給気口の位置まで降下し、給気によって煙層を

乱してしまう恐れがある。 

 

給気

排煙

h
給気口位置

h/2以内

排煙口位置
80cm以内

      

給気

排煙

h

h /2以内

排煙口位置
80cm以内

給気口位置
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１７ 

 

告示第１４３７号（第２種排煙）は、加圧法とは全く違う煙制御手法であることを明確に

すべきである。 

【関連法規】 

告示第 1437 号第一 

【論拠】 

告示 1437 号の特殊な構造の排煙は「遮煙条件」を明確にしていないために加圧法とは呼ばれてお

らず、あくまで排煙の一手法と見なされている。しかし、給気を行うことから、加圧法として誤解

されてしまう恐れがあり（現にそのように信じる設計者も現れてきている）、今後、概念として混乱

が生じないよう十分に注意する必要がある。 

今回の建築基準法改正では排煙の考え方のみが踏襲され、遮煙の概念が明示されなかったことや

防火設備としての扉については避難終了後は閉鎖された状態のみを想定してわずかの漏煙のみを考

慮するだけでよいとしたことなども、加圧法の正しい運用に対する混乱の原因となっていると考え

られる。加圧と排煙は物理的な圧力条件に関しては同様な説明がなされうるとしても、機械給気を

伴う煙制御において「煙の押し出し排出を行う観点（現在の特殊な構造の排煙設備）」と「煙の侵入

を防止する観点（遮煙条件を明確にした加圧）」の相違を正しく認識する必要がある。 

 

 

 

 

３．  非常用エレベーター乗降ロビーの性能基準 

 

 

１８ 

 

非常用エレベーター乗降ロビーの安全性に関する性能基準を早急に整備されるよう求む。 

【関連法規】 

告示第 1833 号（H12 第 1466 号改正） 

【論拠】 

付室加圧方式の加圧防煙システムは広く安全性も認められてきた方法である。また、高層事務所

建築において非常用エレベーター乗降ロビーと付室を兼用する設計手法は一般的であり、過去にも

多くの高層ビルが乗降ロビー兼用付室への給気加圧方式を採用してきた。その実績にもかかわらず、

新法に非常用エレベーター乗降ロビーの安全性能規定が無いために、現状では付室加圧防煙システ

ムが採用できない、又は、旧法第 38条で認められた乗降ロビー兼用付室の加圧防煙システムが既存

不適格となってしまうという状況にある。従って、少なくともルート C によって加圧防煙システム

が可能になるように、非常用エレベーター乗降ロビーの安全性に関する性能基準を早急に整備され

るよう求む。 

 

 
 


